
「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 制 度 実 施 要 綱

（ 目 的 ）

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、「 越 前 お お の 産 」産 地 保 証 制 度 の 実 施 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 大 野 市 で 生 産 ・ 収 穫 さ れ た 農 林 産 物 と

他 の 産 地 の 農 林 産 物 と の 差 別 化 を 図 り 、 販 路 拡 大 及 び 越 前 お お の の

知 名 度 の 向 上 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

( 1 )  越 前 お お の 大 野 市 全 域 を い う 。

( 2 )  越 前 お お の 産 越 前 お お の で 生 産 又 は 収 穫 さ れ た 農 林 産 物 を

い う 。

( 3 )  生 産 者 農 林 産 物 を 生 産 又 は 収 穫 す る 個 人 、 法 人 又 は 組 織 を い

う 。

( 4 )  産 地 保 証 越 前 お お の 産 で あ る こ と を 承 認 さ れ た も の を い う 。

( 5 )  承 認 生 産 者 農 林 産 物 が 越 前 お お の 産 と し て 承 認 さ れ た 生 産

者 を い う 。

（ 申 請 ）

第 ３ 条 産 地 保 証 の 承 認 申 請 を し よ う と す る 生 産 者 は 、 産 地 保 証 を 受

け よ う と す る 農 林 産 物 ご と に 、「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 承 認 申 請

書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 圃 場 位 置 図 そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 付 し 、 農 林

産 物 の 生 産 開 始 又 は 山 菜 等 の 収 穫 開 始 ま で に 一 般 財 団 法 人 越 前 お

お の 農 林 樂 舎 （ 以 下 「 樂 舎 」 と い う 。） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 審 査 及 び 承 認 ）

第 ４ 条 樂 舎 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 申 請 の 内 容

の 確 認 及 び 現 地 の 調 査 な ど に よ り 審 査 を 行 い 、 当 該 申 請 が 適 当 と 認

め る と き は 産 地 保 証 を 承 認 し 、 申 請 者 に 「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証

承 認 書 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 承 認 書 」 と い う 。） を 交 付 す る も の と

す る 。

（ 登 録 内 容 等 の 公 表 ）

第 ５ 条 樂 舎 は 、 前 条 に よ り 承 認 さ れ た 承 認 生 産 者 を 登 録 す る と と も

に 、 そ の 氏 名 及 び 産 地 保 証 に 関 す る 情 報 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 す

る も の と す る 。

（ マ ー ク の 表 示 ）

第 ６ 条 承 認 生 産 者 は 、「 越 前 お お の 産 」 マ ー ク （ 以 下 「 マ ー ク 」 と い

う 。） を 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。



２ マ ー ク の 表 示 は 、農 林 産 物 の 種 類 ご と に 、シ ー ル の 貼 付 又 は 包 装 ・

容 器 に 直 接 印 刷 に よ り 行 う も の と す る 。

３ マ ー ク の 仕 様 は 、 別 に 定 め る 。

４ マ ー ク の 表 示 は 、 産 地 保 証 以 外 に 使 用 し て は な ら な い 。

５ 承 認 生 産 者 は 、 マ ー ク を 印 刷 す る と き は 、 あ ら か じ め 樂 舎 に 「 越

前 お お の 産 」 マ ー ク 印 刷 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。

６ 樂 舎 は 、 前 項 の 申 請 書 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め る 場 合 は 「 越 前 お お

の 産 」 マ ー ク 印 刷 承 認 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 交 付 す る も の と す る 。

７ マ ー ク の 表 示 に 要 す る 経 費 は 、 承 認 生 産 者 の 負 担 と す る 。

８ 樂 舎 は 、 マ ー ク を 使 用 し た シ ー ル 等 を 作 成 し 、 承 認 生 産 者 に 有 償

で 提 供 す る こ と が で き る 。

（ 有 効 期 間 ）

第 ７ 条 産 地 保 証 の 有 効 期 間 は 、 承 認 書 の 交 付 の 日 か ら 起 算 し て １ 年

と す る 。

（ 実 績 報 告 ）

第 ８ 条 承 認 生 産 者 は 、 産 地 保 証 承 認 の 有 効 期 間 が 終 了 し た 日 の 翌 月

末 ま で に 「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 取 消 し ）

第 ９ 条 樂 舎 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 承 認 を 取 り

消 す も の と す る 。 た だ し 、 承 認 生 産 者 の 責 め に 帰 さ な い 理 由 に よ る

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

( 1 )  虚 偽 の 申 請 に よ り 承 認 を 受 け た と き 。

( 2 )  マ ー ク の 表 示 が 不 適 当 で あ る と 判 断 し た と き 。

( 3 ) 農 林 産 物 の 生 産 等 を 中 止 し た と き 。

( 4 ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 制 度 の 運 用 に 重 大 な 支 障 を 来 す 行

為 又 は 信 用 を 著 し く 侵 害 す る 行 為 が あ っ た と き 。

２ 樂 舎 は 、前 項 の 規 定 に よ り 産 地 保 証 を 取 り 消 す 場 合 は 、「 越 前 お お

の 産 」 産 地 保 証 承 認 事 項 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 通 知 す る

も の と す る 。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 承 認 が 取 り 消 さ れ た 承 認 生 産 者 は 、 直 ち に 使

用 を 中 止 し 、 使 用 物 の 回 収 及 び 撤 去 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 承 認 生 産 者 の 責 務 ）

第 １ ０ 条 承 認 生 産 者 は 、 第 ４ 条 に 定 め る 承 認 を 受 け た 農 林 産 物 に つ

い て 栽 培 日 記 を 記 帳 す る と と も に 、 こ れ を ２ 年 間 保 管 し て お く も の

と す る 。



２ 承 認 生 産 者 は 、 農 林 産 物 の 品 質 、 流 通 、 販 売 等 に 事 故 等 の 問 題 が

生 じ た と き は 、 直 ち に 樂 舎 に 報 告 す る と と も に 、 事 故 等 の 解 決 を 図

る た め 、 誠 意 を も っ て 必 要 な 措 置 を 講 じ 、 自 ら 責 任 を 持 っ て 問 題 の

解 決 に 当 た る も の と す る 。

３ 承 認 生 産 者 は 、樂 舎 が こ の 要 綱 の 実 施 の た め に 必 要 な 報 告 を 求 め 、

又 は 現 地 調 査 を 行 う と き は 、 こ れ に 協 力 す る も の と す る 。

（ 雑 則 ）

第 １ １ 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、別 に 定 め る 。

  附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



様 式 第 １ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）

「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 承 認 申 請 書

                    平 成   年   月   日

一 般 財 団 法 人 越 前 お お の 農 林 樂 舎

理 事 長 下 河 育 太 様

              申 請 者 住 所

                  氏 名           ㊞                                  

                  電 話 番 号

「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 制 度 実 施 要 綱 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下

記 の と お り 関 係 資 料 を 添 え て 申 請 し ま す 。

品 目 名
圃 場 の

字 ・ 地 番
収 穫 時 期

１
大 野 市

２

３

４

５

添 付 書 類

・ 圃 場 位 置 図



品 目 名
圃 場 の

字 ・ 地 番
収 穫 時 期

大 野 市



様 式 第 ３ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）

「 越 前 お お の 産 」 マ ー ク 印 刷 承 認 申 請 書

                    平 成   年   月   日

一 般 財 団 法 人 越 前 お お の 農 林 樂 舎

理 事 長 下 河 育 太 様

                                                                            

                申 請 者 住 所

                   氏 名         ㊞

電 話 番 号

「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 制 度 実 施 要 綱 第 ６ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 下 記 の と お り 関 係 資 料 を 添 え て 届 出 し ま す 。

承 認 番 号 承 認 第    号 承 認 年 月 日

品 目 名

印 刷 図 案 （ 位 置 、 マ ー ク サ イ ズ ）



様 式 第 ５ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）

「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 実 績 報 告 書

                    平 成   年   月   日

一 般 財 団 法 人 越 前 お お の 農 林 樂 舎

理   事   長    下 河 育 太 様

              申 請 者 住 所

                  氏 名           ㊞                                  

                  電 話 番 号

「 越 前 お お の 産 」 産 地 保 証 制 度 実 施 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下

記 の と お り 実 績 を 報 告 し ま す 。

品 目 名
承 認

番 号

出 荷

期 間
販 売 数 量

マ ー ク

使 用 数

１
月 日

～
月 日

K g 枚

２

月 日
～

月 日
K g 枚

３

月 日
～

月 日
K g 枚

４

月 日
～

月 日
K g 枚

５

月 日
～

月 日
K g 枚

合 計

K g 枚

※ 形 態 別 出 荷 ・ 販 売 数 量 欄 の 上 段 は 一 個 当 り の 重 量 、 下 段 は 数 量 を

記 入 。 他 は Ｐ Ｏ Ｐ な ど に 使 用 し た 場 合 に 記 入



品 目 名
承 認

番 号

出 荷

期 間
販 売 数 量

マ ー ク

使 用 数

１
月 日

～
月 日

K g 枚

２

月 日
～

月 日
K g 枚

３

月 日
～

月 日
K g 枚

４

月 日
～

月 日
K g 枚

５

月 日
～

月 日
K g 枚

６

月 日
～

月 日
K g 枚

７

月 日
～

月 日
K g 枚

８

月 日
～

月 日
K g 枚

９

月 日
～

月 日
K g 枚

1 0

月 日
～

月 日
K g 枚

1 1

月 日
～

月 日
K g 枚

合 計

K g 枚



圃 場 位 置 図

生 産 者 名 品 目 名 圃 場 の 字 ・ 地 番

※ 注 １ ： 複 数 の 圃 場 を ま と め て 記 載 す る 場 合 は 、 各 々 の 地 番 が 分 か る

よ う に す る 。

注 ２ ： 自 宅 と 圃 場 を 明 記 す る 。




